
開発事業の計画

周知の埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の確認

周知の遺跡内 周知の遺跡外

埋蔵文化財発掘届出書の提出
・埋蔵文化財発掘届出書（文化財保護法第 93 条）

・位置図、工事計画図面等

工事内容の確認

申請者に連絡 遺跡調査に対する

協力の依頼

遺跡に影響を及ぼす
可能性あり

遺跡に影響を及ぼす
可能性なし

発掘調査の必要なし

協議

県教育庁に市教育委員会

の意見を付けて進達

発掘調査の必要あり

県教育庁に市教育委員会

の意見を付けて進達

慎重工事

工事着工 不時発見

遺跡の保存
可能

遺跡の保存
不可能

埋蔵文化財の取扱いについて

試掘調査の実施
・試掘調査依頼書
・承諾書

発掘調査の実施
・発掘調査依頼書
・承諾書

工事立会の実施
・工事立会依頼書
・承諾書

県教育庁に市教育委員会

の意見を付けて進達

【慎重工事】
工事中に遺構・遺物が発見された
場合は、文化財保護センターまで
ご連絡ください。

【工事立会】
工事中に職員が立会い、状況に応
じて対応します。

【試掘調査】
工事の事前に、遺跡の有無や深さ
を調査します。

工事着工

＊文化財保護課　
（0776-35-1015）に　
お問い合わせください




